
１２ｃｍ下

１３ｃｍ～１４ｃｍ

１５ｃｍ～１６ｃｍ

１８ｃｍ～２２ｃｍ

２４ｃｍ～２８ｃｍ

１２ｃｍ下

１３ｃｍ

１４ｃｍ

１５ｃｍ～１６ｃｍ

１８ｃｍ～２２ｃｍ

２４ｃｍ～２８ｃｍ

２０ｃｍ上

１８ｃｍ～２２ｃｍ

１本でも持ってきていただければ、買い取りも行います。
足場丸太が不足しています。出材をよろしくお願いします。
（足場丸太　末口 ４.５cm　元 １１.５cm の５.１～６.１m）
なお、上記の単価は１㎥あたりの平均単価です。

【問い合わせ先】 物部森林組合ストックヤード
　　　　　　　 （香美市物部町中谷川314）☎５７－３５４０  

材長

４m

３m

２m

６m

樹　種
径　級

スギ（円／㎥）
曲 曲

ヒノキ（円／㎥）

市況

営業
時間

入荷量２，４００㎥。スギの価格は安定し横ばい。ヒノ

キは全体的にやや下がり気味。今回市の平均単価はス

ギ１１，０００円/㎥、ヒノキ１３，０００円/㎥。

直・小曲直・小曲

月曜日 ～ 金曜日 ８時 ～ １ ７ 時   （祝祭日休み）

３月６日 日 第２１７２１７回市 回市 １２月１３日 第２３５回市 

１０，０００

　９，５００

１０，５００

１５，５００

１５，０００

　９，０００

９，０００

１２，５００

１４，０００

１３，５００

６，５００

１９，０００

１１，０００

１４，０００

２０，０００

１８，０００

２０，０００

１１，０００

１４，０００

１８，５００

１７，５００

１７，０００

１３，０００

２６，０００

　
８，０００

　７，１００

１２，５００

１２，５００

　５，０００

８，０００

１１，５００

１２，０００

６，０００

１７，０００

　
９，０００

１４，０００

１５，０００

１６，０００

　

８，５００

１５，０００

１５，０００

１６，０００

７，０００

２４，０００

ご 冥 福 を お 祈 り し ま す

お名前 性別 亡月日 享年 地　区 赤ちゃん 性別 出生月日 地　区父 母

※地区名の○は土佐山田町、○は香北町、○は物部町です。

※ご家族の同意をいただいた方のみ掲載しています。

香山 物

平成２６年１２月１日現在

前月比 

市の人口市の人口市の人口市の人口市の人口

総人口 ２７，１８５人 男 １２，７４０人 女 １４，４４５人

前月比 

山田 香北 物部２０，２２１人

前月比 

世帯数 １２，９３６世帯 出生

死亡

４，７９１人

－５人

＋６人

＋１１世帯

－５人 －６人

＋９人 －１４人

1１月
届 出

１４人

３０人

２，１７３人

転入

転出

２４世帯

１２世帯

木　材　市　況

１４Kami１５ Kami

　香美市地域づくり支援員の梶谷友希です。

着任してもうすぐ１年がたちます。

　現在の活動は、主に土佐塩の道の活動

が中心です。塩の道は、香南市赤岡

町と内陸を結んだ交易のための

道です。現在は、香南市赤

岡町～香美市物部町大栃ま

での約３０㌔の道を、塩の

道保存会が土佐塩の道として復活さ

せ、活動しています。私はその活動の

補助的な役割で、日々の草刈りや道の

整備、インターネットのｆａｃｅｂｏｏｋ

を使った広報活動を行っています。ガ

イドの手伝いなどもさせてもらいながら、現在

修行中です。

　ウォークイベントも開催しており、歩きにき

た方々は、塩の道の歴史を肌で感じ、とても満

足して帰っていただいています。もっとたくさ

んの方に、土佐塩の道を知ってもらえるような

活動をしていきたいです。

　その他には、担当している庄谷相・拓・

中谷川地区の見回りや、この３地区限

定で配っている新聞作りをして

います。その新聞のネタ探し

で集落の方からお話を聞く

と、大きな池付きの家が山の上にあ

ったり、昔カイコを育てていた家が

残っていたり、私の育った場所では

見られないものばかりで毎日が驚き

の連続です。こうしたことも後世に

残し、伝えていきたいと思います。

地域づくり支援員の

塩
の
道
保
存
会
の
法
被

似
合
っ
て
ま
す
か
？

▲

土佐塩の道
ｆａｃｅｂｏｏｋ https://www.facebook.com/tosa.shionomichi.hozonkai.kamishibu

検 索高知県　土佐塩の道保存会　香美支部

国  保
だより

区分

上位
所得
Ａ

一般
Ｂ

低所得
Ｃ

所得要件

旧ただし書き所得
６００万円超

旧ただし書き所得
６００万円以下

住民税非課税世帯

限度額

１５０，０００円＋
（総医療費ー５００，０００円）×１％

※多数回該当…８３，４００円

８０，１００円＋
（総医療費ー２６７，０００円）×１％

※多数回該当…４４，４００円

３５，４００円
※多数回該当…２４，６００円

区分

ア

イ

ウ

エ

オ

所得要件

旧ただし書き所得
９０１万円超

旧ただし書き所得
６００万円超～
９０１万円以下

旧ただし書き所得
２１０万円超～
６００万円以下

旧ただし書き所得
２１０万円以下

住民税非課税世帯

限度額

２５２，６００円＋
（総医療費ー８４２，０００円）×１％
※多数回該当…１４０，１００円

１６７，４００円＋
（総医療費ー５５８，０００円）×１％

※多数回該当…９３，０００円

８０，１００円＋
（総医療費ー２６７，０００円）×１％

※多数回該当…４４，４００円

５７，６００円
※多数回該当…４４，４００円

３５，４００円
※多数回該当…２４，６００円

　７０歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が、１月か

ら、所得により３区分から５区分に変わります。７０歳以上

７５歳未満の方の自己負担限度額は据え置かれます。

　国民健康保険に加入している方が、産科医療補償制度に加入していない

医療機関で出産された時に支給される金額が、出生児１人につき、現在の

３９万円から４０．４万円に変わります。

■問い合わせ先　市民保険課国保係　☎５３－３１１５

■変更前（平成２６年１２月以前）３区分 ■変更後（平成２７年１月以降）５区分

７０歳未満の高額療養費の

自己負担限度額が変わります

出産育児一時金が増額されます

つぶせ

※　旧ただし書き所得＝総所得金額－基礎控除（３３万円）
※　多数回該当･･･同一世帯で過去１２カ月以内に３回以上高額療養費が支給されている場合の4回目以降の限度額


